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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検出設備、車載設備、対応する支払手段、及び前記車載設備をアクティブにするための
アクティブモジュールを含む発行設備を含み、
　前記車載設備は車両に搭載され、駐車時間パラメーターを取得することに用いられ、前
記駐車時間パラメーター及び前記車載設備に保存される料率パラメーターにより駐車料を
得て、そして前記支払手段から前記駐車料を徴収し、
　前記検出設備は、前記車載設備との情報交換により、前記車載設備が正常に動作するか
どうかを判断することに用いられ、
　前記車載設備、前記検出設備及び前記発行設備の内のいずれか１種又は複数種の設備か
らのデータを処理するためのバックグラウンドサーバーとを更に含み、
　前記バックグラウンドサーバーは、バックグラウンドデータベースと、前記車載設備の
車両情報及び車両所有者情報を取得し、そして前記バックグラウンドデータベースに保存
する取得モジュールと、前記車載設備の車両情報及び車両所有者情報を合法情報として、
前記バックグラウンドデータベースから前記検出設備に導入する導入モジュールとを含み
、
　前記発行設備は、前記車載設備をアクティブにする場合に、前記車両情報及び車両所有
者情報を対応する車載設備に書き込むための書き込みモジュールを更に含むことを特徴と
する駐車場知能料金徴収システム。
【請求項２】
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　前記検出設備は、前記車載設備に照会情報を送信するための照会モジュールを含み、
　前記車載設備は、前記照会情報により前記検出設備に前記車載設備の状態情報を送信す
るための応答モジュールを含み、
　前記検出設備は、前記車載設備の状態情報及び前記検出設備に保存される前記車載設備
の合法情報により、前記車載設備が正常に動作するかどうかを判断するための処理モジュ
ールを更に含むことを特徴とする請求項１に記載の駐車場知能料金徴収システム。
【請求項３】
　前記照会情報は、車両照会情報、車載設備動作状態照会情報、料金標準照会情報、時計
照会情報の中の１種又は複数種を含むことを特徴とする請求項２に記載の駐車場知能料金
徴収システム。
【請求項４】
　前記検出設備は、前記処理モジュールが前記車載設備に対する判断結果を前記バックグ
ラウンドサーバーに伝送するための伝送モジュールを更に含み、
　前記バックグラウンドサーバーは、前記車載設備の車両所有者情報により、前記判断結
果を対応する車両所有者にフィードバックするためのフィードバックモジュールを含むこ
とを特徴とする請求項２に記載の駐車場知能料金徴収システム。
【請求項５】
　前記検出設備は、
　前記処理モジュールが前記車載設備に対する判断結果がいいえである場合に、違反切符
を生成するための違反切符生成モジュールと、
　前記処理モジュールが前記車載設備に対する判断結果がいいえである場合に、アラーム
提示を行うためのアラーム提示モジュールと、
　前記照会情報が時計照会情報であり、前記処理モジュールが前記車載設備に対する判断
結果がいいえである場合に、情報交換によりその時計を修正するための時計修正モジュー
ルと、
　前記照会情報が料金標準照会情報であり、前記処理モジュールが前記車載設備に対する
判断結果がいいえである場合に、情報交換によりその料金標準を修正するための料金更新
モジュールと、
　検出設備内部にあるデータに対して暗号化及び／又は認証を行うための端末安全制御モ
ジュールとの中の１種又は複数種を更に含むことを特徴とする請求項２に記載の駐車場知
能料金徴収システム。
【請求項６】
　前記車載設備は、
　前記車載設備内部のデータに対して暗号化及び／又は認証を行うための埋込式安全モジ
ュールを更に含むことを特徴とする請求項１に記載の駐車場知能料金徴収システム。
【請求項７】
　車両に搭載される車載設備が駐車時間パラメーターを取得するステップと、
　前記駐車時間パラメーター及び前記車載設備に保存される料率パラメーターにより、駐
車料を得て、そして支払手段から前記駐車料を徴収するステップと、
　検出設備が前記車載設備との情報交換により、前記車載設備が正常に動作するかどうか
を判断するステップと、
　発行設備が前記車載設備をアクティブにするステップと、
　バックグラウンドサーバーが前記車載設備、前記検出設備及び前記発行設備の中のいず
れか１種又は複数種設備からのデータを処理するステップと、
　前記バックグラウンドサーバーが前記車載設備の車両情報及び車両所有者情報を取得し
て保存するステップと、
　前記バックグラウンドサーバーが前記車載設備の車両情報及び車両所有者情報を合法情
報とし、前記検出設備に導入するステップと、
　前記発行設備が前記車載設備をアクティブにし、そして前記車両情報及び車両所有者情
報を対応する車載設備に書き込むステップとを含むことを特徴とする駐車場知能料金徴収
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方法。
【請求項８】
　前記車載設備が正常に動作するかどうかを判断する前記ステップは、
　検出設備が前記車載設備に照会情報を送信することと、
　前記車載設備が前記照会情報により前記検出設備に前記車載設備の状態情報を送信する
ことと、
　前記検出設備が前記車載設備の状態情報及び前記検出設備に保存される前記車載設備の
合法情報により、前記車載設備が正常に動作するかどうかを判断することとを含むことを
特徴とする請求項７に記載の駐車場知能料金徴収方法。
【請求項９】
　前記照会情報は、車両照会情報、車載設備動作状態照会情報、料金標準照会情報、又は
時計照会情報を含むことを特徴とする請求項８に記載の駐車場知能料金徴収方法。
【請求項１０】
　前記検出設備が前記車載設備に対する判断結果を前記バックグラウンドサーバーに伝送
するステップと、
　前記バックグラウンドサーバーが前記車載設備の車両所有者情報により、前記判断結果
を対応する車両所有者にフィードバックするステップとを更に含むことを特徴とする請求
項７に記載の駐車場知能料金徴収方法。
【請求項１１】
　前記車載設備に対する判断結果がいいえである場合に、違反切符を生成するステップ、
又は、
　前記車載設備に対する判断結果がいいえである場合に、アラーム提示を行うステップ、
又は、
　前記照会情報が時計照会情報であり、前記車載設備に対する判断結果がいいえである場
合に、情報交換によりその時計を修正するステップ、又は、
　前記照会情報が料金標準照会情報であり、前記車載設備に対する判断結果がいいえであ
る場合に、情報交換によりその料金標準を修正するステップを更に含むことを特徴とする
請求項８に記載の駐車場知能料金徴収方法。
【請求項１２】
　前記車載設備内部に搭載される埋込式安全モジュールが前記車載設備内部のデータに対
して暗号化及び／又は認証を行うステップとを更に含むことを特徴とする請求項７に記載
の駐車場知能料金徴収方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　〔技術分野〕
　本発明は、駐車場料金徴収技術分野に関し、特に、駐車場知能料金徴収システム及び方
法に関する。
【０００２】
　〔背景技術〕
　現在、自動車工業及び都市交通の発展につれて、車両の数が増え続け、都市市区の駐車
問題がますます深刻になっていて、多くの公共駐車場が現れた。
【０００３】
　公共駐車場とは、路傍臨時駐車場とも称し、路上、路傍の場所を利用して駐車料金徴収
と管理を行う場所を示す。公共駐車の駐車空間は開放であり、明らかに識別できる入口と
出口がない。このような便利、即時の特徴のため、都市交通が日々に不足になっている場
合に、公共駐車場が欠けてはいけない。
【０００４】
　公共駐車場にとって、それが相対的に分散して独立し、駐車停泊位置情報を収集しにく
いため、主に、公共駐車場で監督点を設置して人工料金徴収管理方式を用いる。管理員に
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よって特定範囲内において臨時駐車する車両に対し時間を記録して料金を徴収し、一般的
に、人工方式により駐車入庫時間を記録し、そして、車両が出庫する時、管理員により駐
車時間を算出して料金を計算し、そして駐車領収書を提供する。
【０００５】
　人工料金徴収管理方式は以下のような欠陥を有する。
１、カバー範囲は制限される。固定の人工駐車管理ステーションは都市のそれぞれの角を
カバーできない。
２、効率が低く、人力ソースを浪費する。それぞれの監督点には少なくとも１人の管理員
を配置する必要があるため、人力ソースが有効に利用しない。
３、現金流量が大きく、監督は困難である。
【０００６】
　人工料金徴収管理方式に存在する問題を解決するように、少数の大都市は外国の経験を
鑑みて一部的に駐車メーターを用いて公共駐車場の料金徴収管理を行うが、駐車メーター
管理方式が使用便利、操作精確、高効率、無人化の長所を有しても、以下のような欠陥も
存在する。
１、設備は高い。１台の機械式メーターの価格は約２０００～５０００元であり、非接触
式メーターの価格はもっと高い。
２、基礎的施設敷設のコストは大きく、メンテナンスの費用が高い。メーターの装着、ラ
インの予めに埋めること等の基礎的施設は巨大の工程量がかかって、且つ露天メーターが
日に当って雨に濡れて、老化しやすく、人為的な損壊も時に行われるため、メンテナンス
の費用がかかる。
３、メーター自身は道路又は駐車場空間を占め、都市景観に影響を与える。
４、メーターは実際に使用される場合にも、完全な自動化を実現できない。
【０００７】
　このため、駐車メーター管理方式の高コスト投資しても、低コストの運営ができないた
め、大幅に応用されない。
【０００８】
　つまり、本分野技術者は緊急に解決する技術問題は、公共駐車場の投資コストを低減し
、公共駐車場の監視管理を強化することである。
【０００９】
　〔発明の開示〕
　本発明が解決しようとする技術問題は、公共駐車場の投資コストを低減し、公共駐車場
の監視管理を強化するための駐車場知能料金徴収システム及び方法を提供することである
。
【００１０】
　上述した問題を解決するために、本発明は検出設備、車載設備及び対応する支払手段を
含む駐車場知能料金徴収システムを開示し、前記車載設備は車両に搭載され、駐車時間パ
ラメーターを取得することに用いられ、前記駐車時間パラメーター及び前記車載設備に保
存される料率パラメーターにより駐車料を得て、そして前記支払手段から前記駐車料を徴
収し、前記検出設備は、前記車載設備との情報交換により、前記車載設備が正常に動作す
るかどうかを判断することに用いられる。
【００１１】
　一方、本発明は、車両に搭載される車載設備が駐車時間パラメーターを取得するステッ
プと、前記駐車時間パラメーター及び前記車載設備に保存される料率パラメーターにより
、駐車料を得て、そして支払手段から前記駐車料を徴収するステップと、検出設備が前記
車載設備との情報交換により、前記車載設備が正常に動作するかどうかを判断するステッ
プとを含む駐車場知能料金徴収方法を更に公開した。
【００１２】
　従来の技術に比べて、本発明は以下のような長所を有する。
【００１３】
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　本発明は駐車場知能料金徴収システムに検出設備、車載設備及び対応する支払手段を設
けて、一方、車載設備及び対応する支払手段が駐車料の支払を実現でき、他方、駐車場料
金徴収の合法性を保証するように、駐車場管理員が情報交換により、前記検出設備で前記
車載設備が正常に動作するかどうかを判断できる。
【００１４】
　まず、車両所有者にとって、車載設備及び支払手段が使用便利、操作正確、高効率、無
人化等の長所を有する。
【００１５】
　そして、現有の駐車メーターに比べて、前記検出設備及び車載設備が低いコストのみが
かかって、且つ検出設備が道路又は駐車場空間を占める必要がない。
【００１６】
　更に、本発明は大通信距離、大通信情報量の無線自動識別対話方式を用いて判断動作を
行い、無線自動識別対話が人工介入を要しないため、各厳しい環境においても動作でき、
且つ複数のタグを同時に識別できるため、操作が快速、便利であり、各種の判断機能が自
動に行われることを保証するため、人力の投入を低減し、駐車場管理員の労働強度を低減
できる。
【００１７】
　最後に、本発明は埋込式安全モジュールにより車載設備内部のデータに対して暗号化及
び／又は認証を行うことができ、安全支払及び身分偽造防止の機能を達し、又は、判断に
おいて情報交換の安全性を保証するように、端末安全制御モジュールにより検出設備内部
のデータに対して暗号化及び／又は認証を行う。
【００１８】
　〔図面の簡単な説明〕
〔図１〕本発明の駐車場知能料金徴収システムの実施形態１の構造図である。
〔図２〕本発明の車載設備１０２の外観モード図である。
〔図３〕図１に示す駐車場知能料金徴収システムの実施形態１の好適な実施例の構造図で
ある。
〔図４〕本発明の駐車場知能料金徴収システムの実施形態２の構造図である。
〔図５〕図４に示す駐車場知能料金徴収システムの実施形態２の好適な実施例の構造図で
ある。
〔図６〕図５に示す駐車場知能料金徴収システムの実施形態の好適な実施例の構造図であ
る。
〔図７〕図６に示す駐車場知能料金徴収システムの実施形態の好適な実施例の構造図であ
る。
〔図８〕本発明の車載設備の応用例である。
〔図９〕本発明の検出設備の応用例である。
〔図１０〕本発明の駐車場知能料金徴収方法の実施形態のフロー図である。
【００１９】
　〔発明を実施するための最良の形態〕
　本発明の上述した目的、特徴及び長所を更に明らかにするように、以下、図面と具体的
な実施形態を参照しながら、本発明を更に詳細に説明する。
【００２０】
　図１は、本発明の駐車場知能料金徴収システムの実施形態１の構造図を示す。具体的に
は、検出設備１０１、車載設備１０２及び対応する支払手段１０３を含み、前記車載設備
１０２は車両に搭載され、用于取得駐車時間パラメーター、駐車時間パラメーターを取得
することに用いられ、前記駐車時間パラメーター及び前記車載設備に保存される料率パラ
メーターにより駐車料を得て、そして前記支払手段１０３から前記駐車料を徴収し、前記
検出設備１０１は、前記車載設備１０２との情報交換により、前記車載設備１０２が正常
に動作するかどうかを判断することに用いられる。
【００２１】
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　本発明の実施形態の核心発想の１つは、駐車場知能料金徴収システムに検出設備１０１
、車載設備１０２及び対応する支払手段１０３を設けることにあり、一方、車両所有者が
車載設備１０２及び対応する支払手段１０３により駐車料の支払を実現でき、他方、駐車
場料金徴収の合法性を保証するように、駐車場管理員が前記検出設備１０１を用いて情報
交換により、前記車載設備１０２が正常に動作するかどうかを判断できる。
【００２２】
　以下、前記支払及び判断機能をそれぞれ詳しく説明する。
支払機能：
　具体的な応用において、前記支払手段１０３は現有の各種支払手段でよく、例えば、バ
スカード、銀行カード、移動支払携帯電話、ＵＲｐａｓｓ（Ｕ－ｃａｒｄ　ｐａｓｓ）等
が挙げられ、以下、主に、バスカードを例として説明し、その他の支払手段１０３が互い
に参考してよい。
【００２３】
　支払手段１０３のマネーチャージ方式について、バスカードマネーチャージ点にて現金
で電子駐車券を購入してバスカードに保存してよく、又は、ショートメッセージマネーチ
ャージ方式により電子駐車券を購入して移動支払携帯電話に保存してもよく、又は、イン
ターネットにより、移動事業者又はバスカード発行ウェブサイトによりＵＲｐａｓｓに対
してネット上のマネーチャージを行ってもよい。
【００２４】
　本発明の１種の応用例において、車載設備１０２に時計モジュールが設置され、該時計
モジュールは現在の時間を取得し、そして開始駐車時間に基づいて駐車総時間を算出でき
、即ち駐車時間パラメーターであり、車載設備１０２に料率モジュールも設置されてもよ
く、該料率モジュールが駐車場料率表を保存し、そして自動又は手動に現在駐車場の料率
パラメーターを選択でき、例えば、前記料率パラメーターが０．５元／半時間、１．０元
／半時間、午後５時から時間計算停止等を含んでよく、車載設備１０２に支払モジュール
も設置されてもよく、該支払モジュールがまず前記駐車時間パラメーター及び料率パラメ
ーターにより、駐車料を算出し、そして前記支払手段１０３から前記駐車料を徴収できる
。
【００２５】
　バスカードを例とし、車両所有者が駐車してカードで払う場合に、前記支払モジュール
がカード内の全部駐車券を徴収し、車両所有者が車を取って再びにカードで払う場合に、
前記支払モジュールがカード内の全部駐車券から駐車料を徴収し、そして駐車券残高をカ
ードに返し、この時、今回の駐車支払が完成した。
【００２６】
　つまり、上述した例において時計モジュール、料率モジュール、支払モジュール及び支
払手段１０３が互に配合し、支払機能を実現し、本分野技術者が需要に基づいて、車載設
備１０２に支払手段１０３と互に配合して支払機能を実現できるその他のモジュール構造
を設置してもよく、本発明はこれに対して制限しない。
【００２７】
　図２は、本発明の１種車載設備１０２の外観モード図を示す。各部分機能は以下のとお
りである。
【００２８】
　レッドライト２０１：１種の表示灯であり、カード内の駐車券残高が不足した場合に、
及び／又は、検出設備１０１により異常を検出した場合に点滅する。
グリーンライト２０２：１種の表示灯であり、正常動作状態に５秒ごとに一回点滅する。
表示画面２０３：開始駐車時間及び合計駐車時間を表示する。
【００２９】
　料率調節ボタン２０４：異なる駐車エリア料金標準により相応の料率を選択し、例えば
、０．５元／半時間、１．０元／半時間、午後５点から時間計算停止を含んでよい。
【００３０】
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　開始時間計算ボタン２０５：このボタンを押すと、時間計算を開始する。
【００３１】
　停止時間計算ボタン２０６：このボタンを押すと、時間計算を停止する。
【００３２】
　非接触カード読取エリア２０７：支払手段１０３が消費してカードで払うエリア。
【００３３】
　例を挙げると、駐車を開始する場合に、車両所有者が車載設備１０２を車両のフロント
風防ガラスに置いてもよく、車載設備１０２の表示画面が外に向くようになり、それとと
もに、規定により現在駐車場の料率パラメーターを設定し、そして「開始時間計算ボタン
２０５」を押して車載設備１０２を起動し、駐車が終わった場合に、車両所有者が「停止
時間計算ボタン２０６」を押し、駐車料金を支払った後、車載設備１０２をオフにする。
以上から見れば、車載設備１０２及び支払手段１０３が使用便利、操作正確、高効率、無
人化等の長所を有することが分かる。
【００３４】
　図２に示す車載設備１０２の外観及び提供した機能ボタンがただ例であり、本分野技術
の技術者が需要により、その他の外観を設置し又はその他の機能ボタンを提供してもよく
、例えば、図２における非接触カード読取エリア２０７を接触カード差込エリア等に変更
してもよく、ただ車載設備１０２及び支払手段１０３の配合により駐車料の支払機能を完
成し、本発明が車載設備１０２の具体的な機能ボタン、及び車載設備１０２及び支払手段
１０３の具体的なインターフェース方式に対して制限しない。
【００３５】
　図２は、ユーザーが料率調節ボタン２０４による料率の手動選択に対して説明するが、
車載設備１０２がダウンロードした駐車場料率表、及び内部時計により料率を自動選択し
てもよい。本分野の技術者が需要により、手動及び自動におけるいずれかのモードを選択
し、本発明がこれに対して制限しない。
【００３６】
　　判断機能：
　駐車場料金徴収の合法性を保証するために、駐車場管理員は前記検出設備１０１を用い
て前記車載設備１０２が正常に動作するかどうかを判断でき、具体的には、検出設備１０
１が前記車載設備１０２との情報交換により、前記判断動作を行うことができる。
実際の場合において、検出設備１０１と車載設備１０２には複数の情報交換方式を有し、
例えば、赤外線通信が近年に成熟した無線通信技術であり、それが市場規模が大きい等の
長所を有するが、具体的な通信距離が制限されて、非透明物に阻止されやすく、自動判断
を実現できない等の欠陥を有し、人工で合わせて対話を実現でき、一旦車両所有者が置い
た車載設備１０２の方向が間違ったと対話を実現できなくなる。
赤外線通信の欠陥に対して、本発明の実施例は無線自動識別（ＲＦＩＤ，Ｒａｄｉｏ　Ｆ
ｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ)技術を好適に用いて検出設備１０１
と車載設備１０２との間の情報交換を実現する。ＲＦＩＤ技術は無線周波数信号により目
標対象を自動に識別して関連データを取得し、識別動作が人工の介入を要しなく、各種の
厳しい環境で動作でき、且つ識別複数のタグを同時に、操作が快速で便利である。
【００３７】
　具体的には、本発明の実施例において、対話する際に、ＲＦＩＤ無線システムの検出設
備１０１が駐車場内の複数の車載設備１０２に照会信号を送信でき、それぞれの車載設備
１０２が主に前記照会信号に対して応答できる。
【００３８】
　ＲＦＩＤは複数の周波数域を有し、例えば、低周波１３５ＫＨｚ以下、高周波１３．５
６ＭＨｚ、超高周波８６０Ｍ～９６０ＭＨｚ、マイクロ波２．４ＧＨｚ、５．８ＧＨｚ等
が挙げられる。
【００３９】
　周波数タグ（車載設備１０２）側にとって、本発明の実施例は９１５ＭＨｚ周波数域に
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より検出設備１０１との情報交換を実現でき、前記９１５ＭＨｚ周波数域がコストが低く
、通信距離が１０米に達する長所を有し、又は、２．４ＧＨｚ周波数タグを用いてもよく
、それが周波数が高く、情報通信量が大きい等の長所を有し、又は、５．８ＧＨｚ周波数
タグを用いてもよい。つまり、本分野の技術者が実際の需求に基づき、異なるＲＦＩＤ周
波数域を用いてもよく、本発明がこれに対して制限しない。
【００４０】
　前記検出設備１０１と車載設備１０２の対話動作方式を説明するために、図３を参照し
、本発明の好適な実施例において、前記検出設備１０１は、前記車載設備１０２に照会情
報を送信するための照会モジュール１１１を含み、前記車載設備１０２は、前記照会情報
により前記検出設備１０１に前記車載設備１０２の状態情報を送信するための応答モジュ
ール１２１を含み、前記検出設備１０１は、前記車載設備１０２の状態情報及び前記検出
設備１０１に保存される前記車載設備１０２の合法情報により、前記車載設備１０２が正
常に動作するかどうかを判断するための処理モジュール１１２を更に含む。
【００４１】
　本発明の好適な実施例において、駐車場管理員は処理モジュール１１２が前記車載設備
１０２に対する判断結果により、継続処理を行ってもよく、前記継続処理が主に前記車載
設備１０２に対する判断結果がいいえである場合の、即ち前記車載設備１０２が異常動作
する場合の罰処理を含んでよい。
【００４２】
　例えば、前記検出設備１０１は、前記車載設備１０２に対する判断結果がいいえである
場合に、違反切符を生成するための違反切符生成モジュールを更に含んでよい。
【００４３】
　また、前記検出設備１０１は、前記車載設備１０２に対する判断結果がいいえである場
合に、アラーム提示を行うためのアラーム提示モジュールを更に含んでよい。
【００４４】
　各種の判断動作を行うために、前記照会情報は、車両照会情報、前記車載設備１０２動
作状態照会情報、料金標準照会情報、又は、時計照会情報等を含んでよい。
【００４５】
　以下、それぞれの前記照会情報を説明する。
【００４６】
　　１、車両照会情報。
【００４７】
　駐車場管理員は前記車載設備１０２がその車両に一致するかどうかを判断したければ、
車両照会情報を送信してよい。
【００４８】
　実際の場合において、前記検出設備１０１は前記車載設備１０２の合法情報を予めに保
存し、例えば、前記車載設備１０２のその車両の番号等が挙げられ、そして、一致してい
ない場合に、即ち前記車載設備１０２が不合法する場合に、違反切符生成モジュールによ
り違反切符を出す。
【００４９】
　　２、前記車載設備１０２動作状態照会情報。
【００５０】
　実際の場合において、駐車場管理員は検出設備１０１により動作状態照会情報を送信し
、前記車載設備１０２が正常に動作する状態にあるかどうを判断できる。
例えば、判断結果がはいであると、即ち、車載設備１０２の動作が正常であり、検出設備
１０１が該車載設備１０２のブザー及び表示灯で正常を提示し、判断結果が車載設備１０
２の動作が異常することを示すと、アラームによりモジュールがアラームを出すようにな
る。
【００５１】
　　３、料金標準照会情報。
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【００５２】
　前記に記載するように、車載設備１０２における料率モジュールは保存された駐車場料
率表により、現在の駐車場の料率パラメーターを自動又は手動に選択でき、これで、車両
所有者が間違った料金標準を用いて料金を少なく支払うことを避け、例えば、現在の駐車
場の料率パラメーターが１．０元／半時間であり、車両所有者が０．５元／半時間で支払
うことが挙げられ、駐車場管理員が料金標準照会情報を送信することにより、前記車載設
備１０２が正確な料金標準を用いることを判断できる。これで、前記検出設備１０１は、
前記車載設備１０２に対する判断結果がいいえである場合に、情報交換によりその料金標
準を修正する料金更新モジュールを更に含んでよい。
【００５３】
　　４、時計照会情報。
【００５４】
　前記に記載するように、車載設備１０２における時計モジュールが現在の時間及び開始
駐車時間を取得し、駐車総時間を算出し、即ち、駐車時間パラメーターであり、これで、
車両所有者が間違った時計を用いて料金を少なく支払うことを避けるために、例えば、車
両所有者が時計を遅く調節することが挙げられ、駐車場管理員が時計照会情報を送信し、
前記車載設備１０２が正確な時計を用いることを判断できる。この時、前記検出設備１０
１は、前記車載設備１０２に対する判断結果がいいえである場合に、情報交換によりその
時計を修正する時計修正モジュールを更に含んでよい。
【００５５】
　以上、車両照会情報、動作状態照会情報、料金標準照会情報及び時計照会情報の４種類
の照会情報に対して詳しく説明するが、本発明の実施例は前記車載設備１０２に対する判
断が上述した４種類の照会に限られなく、本分野の技術者が需要によりその他の照会を設
置してもよく、例えば、前記検出設備１０１が駐車時間及び予約時間を読み込むことによ
り、前記車載設備１０２が設定した時間が正常であるかどうかを自動に判断でき、本発明
がこれに対して制限しない。
【００５６】
　また、前記判断結果に対して行った継続処理について、例における違反切符生成、アラ
ーム提示、時計修正、料金更新等に限られない。
【００５７】
　そして、上述した各種判断動作及び継続処理動作について、検出設備１０１が手動及び
自動の２種類のモードに設定してもよく、前記自動モードが以下のような照会情報の１つ
又は複数の組合の照会でよく、車両照会情報、動作状態照会情報、料金標準照会情報及び
時計照会情報等が挙げられ、車両照会情報及び動作状態照会情報の組合を例とし、まず車
両照会情報を送信し、そして動作状態照会情報を送信してもよい。
【００５８】
　そして、検出設備１０１のパスワード保護機能を設置してもよく、即ち、異なるレベル
のパスワードにより権限設置及び設備管理を実現でき、例えば、権限０の駐車場管理員が
車両照会情報のみを送信でき、権限１の駐車場管理員が車両照会情報及び動作状態照会情
報を送信でき、権限２の駐車場管理員がすべての判断動作を行うことができるが、継続処
理動作ができなく、権限３の駐車場管理員が判断動作の他に、継続処理動作等も行うこと
ができる。
【００５９】
　最後に、検出設備１０１が記憶機能を有してもよく、判断及び継続処理過程においてす
べてのデータ内容を記録する。
【００６０】
　駐車料支払及び情報交換過程においてデータ安全性を保証するために、本発明の好適な
実施例において、前記車載設備１０２は、車載設備１０２内部のデータに対して暗号化及
び／又は認証を行うための埋込式安全モジュールを更に含んでよい。
【００６１】
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　車載設備１０２が動作する場合に、それが運行するデータがいずれもＥＳＡＭモジュー
ル（埋込式安全モジュール，Ｅｍｂｅｄｄｅｄ　Ｓｅｃｕｒｅ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｏｄｕ
ｌｅ）に書き込んで保存する。
【００６２】
　例えば、ユーザーがバスカードを図２の非接触読取エリアに放置し、駐車開始時にカー
ドで払う場合に、ＥＳＡＭモジュールがまず該バスカードを認証し、そして認証を通した
後、カード内の全部駐車券を徴収し、これで安全支払及び身分偽造防止の機能を実現でき
る。
【００６３】
　同じく、本発明のその他の好適な実施例において、前記検出設備１０１は、検出設備１
０１内部のデータに対して暗号化及び／又は認証を行うための端末安全制御モジュールを
更に含んでよい。
【００６４】
　前記ＰＳＡＭ（端末安全制御モジュール，Ｐｕｒｃhａｓｅ　Ｓｅｃｕｒｅ　Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｍｏｄｕｌｅ）は検出設備１０１が運行するデータを保存でき、検出設備１０１が
運行するデータが車載設備１０２に送信した各種データを含んでよく、これで判断及び継
続処理において情報交換の安全性を保証できる。
【００６５】
　図４は、本発明の駐車場知能料金徴収システムの実施形態２の構造図を示す。具体的に
は、発行設備４０１、検出設備４０２、車載設備４０３及び対応する支払手段４０４を含
んでよく、前記発行設備４０１は、前記車載設備４０３をアクティブにするためのアクテ
ィブモジュール４１１を含んでよく、前記車載設備４０３が車両に搭載され、駐車時間パ
ラメーターを取得することに用いられ、前記駐車時間パラメーター及び前記車載設備４０
３に保存される料率パラメーターにより駐車料を得て、そして前記支払手段４０４から前
記駐車料を徴収し、前記検出設備４０２は、前記アクティブした車載設備４０３との情報
交換により、前記車載設備４０３が正常に動作するかどうかを判断する。
【００６６】
　本実施形態と実施形態１との区別は、前記発行設備４０１のアクティブ操作を通して、
車載設備４０３が対応する支払手段４０４に配合して支払機能を完成でき、及び、検出設
備４０２が車載設備４０３に対話して判断動作を完成できる。上述したアクティブ操作が
車載設備４０３の管理を協力でき、そして駐車場料金徴収の合法性を保証する。
【００６７】
　図５を参照し、本発明の好適な実施例において、前記システムは、車載設備４０３、検
出設備４０２及び発行設備４０１の内いずれか１つ又は複数の設備からのデータを処理す
るためのバックグラウンドサーバー４０５を更に含んでよい。
【００６８】
　本実施例が以下のようなデータ処理方案を提供する。
【００６９】
　　方案１、
　好ましくは、バックグラウンドサーバー４０５は上述したアクティブ操作を協力でき、
図６を参照し、前記バックグラウンドサーバー４０５は具体的に、バックグラウンドデー
タベース４５１と、前記車載設備の車両情報及び車両所有者情報を取得し、そしてバック
グラウンドデータベース４５１に保存する取得モジュール４５２と、前記車載設備の車両
情報及び車両所有者情報を合法情報として、前記バックグラウンドデータベースから至前
記検出設備４０２に導入するための導入モジュール４５３とを含み、相応的に、前記発行
設備４０１は、前記車載設備をアクティブにする場合に、前記車両情報及び車両所有者情
報を対応する車載設備に書き込むための書き込みモジュール４１２を更に含んでよい。
実際の場合において、車両所有者が有効身分及び車両標識証明を持って指定の地点で車載
設備４０３のアクティブを取り扱い、この時、取得モジュール４５２が前記有効身分を車
両所有者情報とし、前記車両標識証明を車両情報とし、バックグラウンドデータベース４
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５１に記録する。
【００７０】
　　方案２、
　図６に示す実施形態の好適な実施例において、前記検出設備４０２が前記車載設備４０
３に対する判断結果を車両所有者と実時共有できる。
【００７１】
　図７を参照し、前記検出設備４０２は、前記車載設備に対する判断結果を前記バックグ
ラウンドサーバー４０５に伝送するための伝送モジュール４２１を更に含んでよく、前記
バックグラウンドサーバー４０５は、前記車載設備の車両所有者情報により、該前記車載
設備の判断結果を対応する車両所有者にフィードバックするためのフィードバックモジュ
ール４５４を含んでよい。
【００７２】
　例えば、検出設備４０２が汎用パケット無線サービス技術（ＧＰＲＳ，Ｇｅｎｅｒａｌ
　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）及びバックグラウンドサーバー４０５に
より情報の実時伝送を行い、前記車載設備４０３に対する判断結果を即時にバックグラウ
ンドサーバー４０５にフィードバックし、これで、前記車両所有者情報が携帯電話番号で
ある場合に、フィードバックモジュール４５４が通信事業者により該判断結果を携帯電話
ショートメッセージ等方式で車両所有者にフィードバックし、情報実時共有を実現する。
前記車載設備に対する対話データがいずれも前記バックグラウンドサーバー４０５に保存
してもよく、これで、検出設備４０２が記憶内容を自動にバックグラウンドサーバー４０
５に導入し、そして自身保存区域をフォーマットする。
【００７３】
　本分野の技術者が本発明を更によく理解するために、以下、例により本発明の駐車場知
能料金徴収システムの動作フローを説明する。
【００７４】
　図８を参照し、前記例における車載設備は具体的に、ＣＰＵと、前記車載設備に対して
操作及び制御を行い、例えば、異なる駐車エリア料金標準により相応料率を選択し、且つ
、時間計算を開始／停止するためのボタン（選択、ＳＴＡＲＴ／ＳＴＯＰ）と、無線周波
数信号を受信／送信するためのＲＦモジュールと、現在の時間を提供し、そして駐車開始
時間により駐車総時間を算出するための時計と、支払手段の使用過程における安全性を保
証するためのＥＳＡＭモジュールと、車載設備が正常に動作して需要する電力を供給し、
１つの乾電池であり、通常に１つの乾電池が一年半から二年までの時間を正常に動作でき
る電源システムと、前記電源システムを管理するための電源管理モジュールと、開始駐車
時間及び合計駐車時間を表示し、及び、現在動作状態を指示するための表示画面及び表示
灯と、前記支払手段からデータを読み取る／書き込むための非接触カードモジュールとを
含む。
【００７５】
　図９を参照し、前記例における検出設備は具体的に、ＣＰＵと、判断過程における違反
切符等のようなデータをプリントするためのプリントモジュールと、ユーザーが入力した
文字、数字、符合等のキャラクターを受けるためのキーと、異なるレベルパスワードによ
り権限設置及び検出設備管理を実現できるためのパスワード保護モジュールと、判断過程
における安全性を保証するためのＰＳＡＭカードと、無線周波数信号（例えばマイクロ波
信号）を受信／送信するためのＲＦモジュールと、検出設備が正常に動作して需要する電
力を供給し、実時充電を受けることができる充電可能な電源と、前記充電可能な電源を管
理するための電源管理モジュールとと、表示画面及び表示灯とを含む。
【００７６】
　前記検出設備が起動した後、ずっとマイクロ波送信状態にあり、正常に動作する車載設
備を主動に喚起し、動作状態に入れる。即ち、前記検出設備のマイクロ波信号範囲内に車
載設備がある場合に、車載設備におけるＲＦモジュールが起動し、そして前記検出設備と
対話し、判断動作を行う。
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【００７７】
　前記検出設備が車載設備に対して時計照会及び修正を行うことを例として、具体的には
、検出設備のＣＰＵがＲＦモジュールにより車載設備に時計照会情報を送信するステップ
Ｓ１と、車載設備のＣＰＵが自身ＲＦモジュールが受信した時計照会情報により、自身（
車載設備）の時計情報を取得し、そして自身ＲＦにより検出設備に送信するステップＳ２
と、検出設備のＣＰＵが車載設備の時計情報と合法の時計情報を比較し、一致しないと、
ＲＦモジュールにより車載設備に時計修正情報を送信するステップＳ３と、前記時計修正
情報を受信した後、車載設備のＣＰＵが時計に対して精確な修正を行うステップＳ４とを
含む。
【００７８】
　説明すべきのは、マイクロ波信号が車両内に車載設備がないことを検出すると、ブザー
、表示灯及び表示画面等によりアラーム提示を出す。
【００７９】
　時計修正を行った後、車載設備が時計が不正確による時差を修正し、そして表示画面に
より表示を行い、及び、検出設備が上述した照会及び修正過程において各種データを記録
できる。
【００８０】
　また、時計修正の他に、本例における検出設備及び車載設備が対話により、その他の判
断動作及び継続処理動作を完成でき、例えば料金標準照会及び更新等が挙げられ、本発明
はこれに対して制限しない。
【００８１】
　前述したシステムの実施例に相応して、本発明は駐車場知能料金徴収方法の実施例を開
示した。図１０を参照し、具体的には、
　車両に搭載される車載設備が駐車時間パラメーターを取得するステップ１００１と、実
際の場合において、車載設備が駐車開始時間により、駐車総時間を計算し、即ち駐車時間
パラメーターである。
【００８２】
　前記駐車時間パラメーター及び前記車載設備に保存される料率パラメーターにより、駐
車料を得て、そして支払手段から前記駐車料を徴収するステップ１００２と、実際の場合
において、前記車載設備が駐車場料率表をダウンロードして保存し、そして前記駐車場料
率表により現在の駐車場の料率パラメーターを選択し、例えば、前記料率パラメーターが
０．５元／半時間、１．０元／半時間、午後５時から時間計算停止等を含んでよく、これ
で、前記駐車時間パラメーター及び料率パラメーターにより、駐車料を算出し、そして前
記支払手段から駐車料を徴収する。
【００８３】
　バスカードを例とし、車両所有者が降りる前カードで払う際に、カード内の全部駐車券
を徴収し、車両所有者が車を取って再びにカードで払う際に、カード内の全部駐車券から
前記算出した駐車料を徴収し、そして駐車券残高をカードに返し、今回の駐車支払を完成
する。当然、車を取る時のみカードで払う、駐車料を徴収してもよい。
【００８４】
　検出設備が前記車載設備との情報交換により、前記車載設備が正常に動作するかどうか
を判断するステップ１００３とを含む。
【００８５】
　本発明の実施例において、駐車場管理員が検出設備により前記車載設備と情報交換を行
うことができ、前記情報交換が複数種あり、例えば、赤外線通信、ＲＦＩＤ技術等が挙げ
られる。ＲＦＩＤ技術の識別動作が人工介入を要しないため、各種の厳しい環境に動作で
き、且つ複数のタグを同時に識別でき、操作が快速で便利である長所を有し、本発明の実
施例がＲＦＩＤ技術を好適に用いて前記車載設備との情報交換を行う。
【００８６】
　前記検出設備と車載設備の対話動作方式を詳しく説明するために、本発明の好適な実施
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例において、前記ステップ１００３は具体的には、検出設備が前記車載設備に照会情報を
送信することと、前記車載設備が前記照会情報により前記検出設備に前記車載設備の状態
情報を送信することと、前記検出設備が前記車載設備の状態情報及び前記検出設備に保存
される前記車載設備の合法情報により、前記車載設備が正常に動作するかどうかを判断す
ることとを含む。
【００８７】
　各種の判断動作を行うために、前記照会情報は、車両照会情報、前記車載設備動作状態
照会情報、料金標準照会情報、又は時計照会情報等を含み、前記照会情報の詳細な説明が
システム実施例を参照してよく、ここではくどく述べない。
【００８８】
　本発明の好適な実施例において、駐車場管理員が前記車載設備に対する判断結果により
、継続処理を行ってもよく、前記継続処理が前記車載設備１０２に対する判断結果がいい
えである場合の、即ち、前記車載設備が異常動作する場合の罰処理を含んでよい。
【００８９】
　例えば、前記方法は、前記車載設備に対する判断結果がいいえである場合に、違反切符
を生成すること、又は、前記車載設備に対する判断結果がいいえである場合に、アラーム
提示を行うことなどを更に含む。
【００９０】
　前記継続処理は前記車載設備が異常動作する場合の修正処理を更に含んでよい。
【００９１】
　例えば、前記方法は、前記照会情報が時計照会情報である場合に、前記車載設備に対す
る判断結果がいいえである場合に、情報交換によりその時計を修正すること、又は、前記
照会情報が料金標準照会情報である場合に、前記車載設備に対する判断結果がいいえであ
る場合に、情報交換によりその料金標準を修正すること等を更に含んでよい。
【００９２】
　車載設備を便利に管理し、駐車場料金徴収の合法性を保証するために、本発明のその他
の好適な実施例において、前記方法は、発行設備が前記車載設備をアクティブにすること
と、バックグラウンドサーバーが前記車載設備、前記検出設備及び前記発行設備の内のい
ずれか１種又は複数種設備からのデータを処理することとを更に含む。
【００９３】
　本実施例が以下のようなデータ処理方案を提供する。
【００９４】
　　方案１、
　好ましくは、バックグラウンドサーバーは上述したアクティブ操作を協力でき、この時
、前記方法は、前記バックグラウンドサーバーが前記車載設備の車両情報及び車両所有者
情報を取得し保存することと、前記バックグラウンドサーバーが前記車載設備の車両情報
及び車両所有者情報を合法情報とし、前記検出設備に導入することと、前記発行設備が前
記車載設備をアクティブにし、そして前記車両情報及び車両所有者情報を対応する車載設
備に書き込むこととを更に含んでよい。
【００９５】
　　方案２、
　本発明の好適な実施例において、前記検出設備が前記車載設備に対して得た判断結果を
車両所有者と実時共有できる。
【００９６】
　具体的には、前記方法は、前記検出設備が前記車載設備に対する判断結果を前記バック
グラウンドサーバーに伝送することと、前記バックグラウンドサーバーが前記車載設備の
車両所有者情報により、前記判断結果を対応する車両所有者にフィードバックすることを
更に含んでよい。
【００９７】
　例えば、ＧＰＲＳ及びバックグラウンドサーバーにより情報の実時伝送を行い、該前記
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所有者情報が携帯電話番号である場合に、通信事業者により該判断結果を携帯電話ショー
トメッセージ等の方式で車両所有者にフィードバックし、情報の実時共有を実現する。
【００９８】
　駐車料支払及び情報交換過程におけるデータ安全性を保証するために、本発明の好適な
実施例において、前記方法は、前記車載設備内部に設置される埋込式安全モジュールが、
前記車載設備内部のデータに対して暗号化及び／又は認証を行うことを更に含んでよい。
【００９９】
　これで、車載設備が動作する場合に、それが運行するデータがいずれもＥＳＡＭモジュ
ールに書き込んで保存を行う。
【０１００】
　例えば、ユーザーがバスカードを図２の非接触読取エリアに放置し、駐車開始時にカー
ドで払う場合に、ＥＳＡＭモジュールがまず該バスカードを認証し、そして認証を通した
後、カード内の全部駐車券を徴収し、これで安全支払及び身分偽造防止の機能を実現でき
る。
【０１０１】
　本明細書における各実施例がいずれも進歩的な方式で記載され、各実施例が主に説明す
るのがその他の実施例との異なる点であり、各実施例間の同一又は類似する部分が互に参
照してよい。方法実施例にとって、それがシステム実施例にほぼ類似しているため、記載
が簡単で、関連するところがシステム実施例の部分説明を参照してよい。
【０１０２】
　本発明は、公共駐車場の投資コストを低減し、公共駐車場の監視管理を強化するように
に、路傍臨時駐車場等の各種公共駐車場に応用できる。
【０１０３】
　以上、本発明が提供した駐車場知能料金徴収システム及び方法について、詳しく説明し
たが、本文において具体的な例を用いて本発明の原理及び実施形態を説明し、以上の実施
例の説明はただ本発明の方法及びその核心思想をよく理解するためであり、それと共に、
本分野の一般の技術者にとって、本発明の思想に基づき、具体的な実施形態及び応用範囲
には修正してもよく、前記により、本明細書の内容が本発明の限制ではない。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】本発明の駐車場知能料金徴収システムの実施形態１の構造図である。
【図２】本発明の車載設備１０２の外観モード図である。
【図３】図１に示す駐車場知能料金徴収システムの実施形態１の好適な実施例の構造図で
ある。
【図４】本発明の駐車場知能料金徴収システムの実施形態２の構造図である。
【図５】図４に示す駐車場知能料金徴収システムの実施形態２の好適な実施例の構造図で
ある。
【図６】図５に示す駐車場知能料金徴収システムの実施形態の好適な実施例の構造図であ
る。
【図７】図６に示す駐車場知能料金徴収システムの実施形態の好適な実施例の構造図であ
る。
【図８】本発明の車載設備の応用例である。
【図９】本発明の検出設備の応用例である。
【図１０】本発明の駐車場知能料金徴収方法の実施形態のフロー図である。
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